
業務名

注　質問については、主旨が変わらない範囲で文言を修正しています。

No. 質問箇所等 質問事項 回答（京都市住宅供給公社記入欄）

1
提出書類
（別添様式６）

【見積金額について】
別添様式６の金額記載欄は1か所とお見
受けしましたが、導入費用（初期費）と保守
運用管理費は合算で記入でしょうか？

それとも導入費用（初期費）のみで、別途
明細に保守運用管理費用を記載すること
でよろしいのでしょうか？

「募集要項７⑷ケ　見積書」に記載のとお
り、別添様式６の金額記載欄には、合算の
金額（税抜き）を記入してください。

また、導入費用や保守運用管理費用と
いった業務項目及び消費税額等を記載し
た内訳書を添付してください。内訳書は任
意様式です。

2
募集要項、提案仕
様書等

【見積書記載金額について】
［契約期間］契約締結日から令和7年3月
31日まで
［システム稼働希望時期］令和7年1月31日
（予定）
［システムの保守運用管理期間］システム
導入後から令和7年3月31日とする。

上記（提案仕様書抜粋）より、保守運用管
理費用を算出する際の保守期間は2ヶ月
でしょうか。

保守運用管理期間を令和7年2月1日から
令和7年3月31日として算出してください。

3 提案仕様書

【システム稼働の定義】
並行稼働が稼働か、本稼働が稼働か定義
はどちらになりますか。

並行稼働時期を終えた後の本稼働を、シ
ステム稼働希望時期である令和7年1月31
日としています。

4

提案仕様書
７　システム保守管
理体制
　⑷　詳細な要件
　　イ

【システムの保守管理体制について】
法改正に対応すること。とあるが、大掛かり
なカスタマイズが必要な場合、その都度、
有償対応となるが問題ないでしょうか。

カスタマイズの必要性は公社が判断します
が、システム改修費用については、必要な
カスタマイズの内容を踏まえ、その都度、
ご相談させていただきます。

5

提案仕様書
10　その他
　⑶　著作権の帰属
　　エ

【著作権の帰属について】
弊社パッケージ商品（弊社著作物）の提供
する場合でも、貴社の承諾を得る必要があ
るという主旨でしょうか。

パッケージ商品については、承諾は不要
です。

6

提案仕様書
10　その他
　⑶　著作権の帰属
　　オ

【著作権の帰属について】
パッケージ商品を提供した場合、貴社にて
複製・改変される事があるということでしょう
か。

公社独断で複製・改変する事はありませ
ん。システム改修をする必要になった際
は、ご相談させていただきます。
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7

見積書、
提案仕様書「別表
１」及び「別表２」（業
務要件表）

システム対応状況の弊社判定が要カスタ
マイズの場合、各機能要件に「重要性」
高・中・低と設定されているが、見積金額を
算出する際は、高と設定されている機能要
件だけを反映し、中・低とされている機能
要件は見積金額に算入させなくてもよい
か。

提案仕様書「別表１」及び「別表２」（業務
要件表）で要カスタマイズとした高・中・低
の各機能要件を、どのように見積金額に反
映させるかは受託希望者の判断になりま
す。

8
提案仕様書「別表
１」及び「別表２」（業
務要件書）

「評価項目対応」に記載の数値1～7は評
価点でしょうか？
見積算入するべきかどうかの判断材料にさ
せていただきたく思います。
なお、要件重要度（優先度）は「重要性」
高・中・低で評価点対象と認識しておりま
す。

「評価項目対応」に記載の数値は、「評価
基準」評価項目の企画提案内容「システム
に対する要求内容の解決方法」⑴～⑺に
該当することを示しています。企画提案書
を作成するうえでの補足情報であり、「評
価基準」にある配点（評価点）ではありませ
ん。

「重要性」は公社が求めているシステムの
機能の重要度を示しているものであり、あく
まで評価する目安となるものですが、評価
基準を基に評価をします。

【参考】「評価基準」は受託候補者募集要
項の9-10ページに添付してます。

9

見積書、
提案仕様書「別表
１」及び「別表２」（業
務要件表）

修繕管理システムと、旧賃貸管理システム
では、取り扱う取引先や契約形態が異なる
かと推測しました。新たな賃貸管理システ
ムにおいて、修繕管理及び賃貸管理（以
下、両業務）を遂行される場合、システム
要件として両業務間で個人情報参照制限
等は考慮しなくてもよいのか。

セキュリティ上はシステム対応が重要と考
えていますが、それを限定するものではあ
りませんので、個人情報の参照制限方法
等をご提案ください。
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10

共益費は家賃と一緒に入居者から収入し
ます。
オーナー物件については、家賃は毎月
オーナーへ送金しますが、共益費は公社
が預り管理しています。（入居者預りの例）
のような入居者への返金はしていません。
帳票は、一団地につき団地全体の共益費
の年間収支を、当該団地の入居者に対し
て通知、報告するものです。
自社物件については、公社の収入になり
ます。（入居者への通知は行っていませ
ん。）
また、「別表１」（業務要件表）12-3の「振替
処理」とは、経理上の科目振替のことで
す。

共益費管理について
【「別表１」（業務要件表）】
　2-10 共益費の登録ができる。
　7-12　団地ごとに年間の共益費の収支
報告書を出力できる。
　12-3　家賃、敷金、共益費、駐車場等の
振替処理（オーナー物件、自社物件）
【「別表２」（業務要件表）】
　29　共益費精算通知書
　入居者へ通知する年間の共益費の収支
報告書。団地別に抽出。

上記の機能、帳票の内容から察すると、御
社のおける一部の共益費は家主からの預
り金として扱うものと、入居者からの預り金
として扱うものがあり、その内容をそれぞれ
の預り主に報告する必要があるという事で
しょうか？

（家主預りの例）
　2024/03時点　10万円の共益費預り。
　2024/04 　8万円の工事代に振替、残額
の2万円は共益費預り。
　2024/04 　各入居者から0.5万円×6とし
て3万円の入金があり。
共益費預りが5万円に増加。
　2024/05 　6万円の工事代に振替、共益
費預り残高は0になるため、
残りの1万円は家賃送金と相殺する。

（入居者預りの例）
　2024/03時点　101号室：1万円、102号
室：2万円、201号室：3万円、
202号室：4万円で10万円の共益費預り。
　2024/04 　　　4万円の清掃費に振替。
この時点で入居は4室のため、4室で1万円
づつ按分。
　2024/04 　　　101号室が退去。共益費
預りはないため返金はない。
　2024/04 　　　102号室が退去。共益費
預りとして1万円を返金。
※入居者預りについては弊社過去事例が
なく、推測で記載しています。

提案仕様書「別表
１」及び「別表２」（業
務要件表）
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